
【申請方法】
●対象手続きは以下のとおりとなります。
・認定申請（法第5条）
・変更認定申請（法第8条）
・譲受人決定に伴う変更認定申請（法第9条）
・地位の承継に伴う承認申請（法第10条）

●申請には受信可能なメールアドレスが必要です。
最初にメールアドレスの登録及び認証画面が表示されますので、入力してください。

●支払方法はクレジットカードのみとなります。

●添付ファイルはPDFデータに変換してアップロードしてください。
添付ファイルのサイズ上限は、1ファイルあたり10MB、1申請あたり100MBです。

●申請内容に不備がある場合は、メール、電話等でお知らせいたします。

●申請状況は仮受付完了時に送付されるメールの申請状況の照会URLから確認する
ことができます。

和泉市 長期優良住宅関係 電子申請の方法と注意事項
(申請手数料が発生するもの）

申請者 和泉市

手
数
料
あ
り

①必要事項の入力及び
PDFデータを添付し、
仮申請

③申請書類の追加提出等
※必要に応じて

⑤支払内容を確認し、
クレジットカード決済

⑦申請書類の修正等
※必要に応じて

⑨認定通知書受領
※手渡し又は郵送

⑩副本のダウンロード

②仮申請受付
申請書類の確認

④申請手数料納付案内をメール
で送信

⑥決済を確認し本受付・審査

⑧認定通知書の交付

【申請の流れ】
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【申請時の注意事項】

●手数料のクレジットカード決済が完了し、職員が決済完了を確認した日が本受付
日（申請日）となります。
決済完了日が土日祝となる場合は翌開庁日が受付日となります。
工事着工は申請日以降とし、着工予定日までに余裕を持って申請してください。

●本受付後（クレジットカード決済後）は申請の取消はできません。

●認定通知書は紙媒体で交付します。
受取りは建築・開発指導室窓口での手渡し又は郵送となります。
郵送を希望される場合は申請手数料に加えて郵送料金430円が別途必要です。
※レターパックライトにて郵送します。

●副本の紙媒体での交付はありません。申請手続き完了時にメールで送付する

電子文章URLよりPDFをダウンロードしてください。
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和泉市 長期優良住宅関係 電子申請の方法と注意事項
(申請手数料が発生しないもの）

申請者 和泉市

手
数
料
な
し

①必要事項を入力及び
PDFデータを添付し、
申請

③申請書類の修正等
※必要に応じて

⑤副本のダウンロード
（軽微な変更届のみ）

②申請受付
申請内容確認・審査

④申請受理

【お問い合わせ先】
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番５号
和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室 建築指導担当
電話：0725-99-8141（直通）
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【申請方法】
●対象手続きは以下のとおりとなります。
・工事完了報告書（条例第11条）
・軽微な変更届（条例第10条）

●申請には受信可能なメールアドレスが必要です。
最初にメールアドレスの登録及び認証画面が表示されますので、入力してください。

●添付ファイルはPDFデータに変換してアップロードしてください。
添付ファイルのサイズ上限は、1ファイルあたり10MB、1申請あたり100MBです。

●申請内容に不備がある場合は、メール、電話等でお知らせいたします。

●申請状況は受付完了時に送付されるメールの申請状況の照会URLから確認する
ことができます。

●副本の紙媒体での交付はありません。申請手続き完了時にメールで送付する

電子文章URLよりPDFをダウンロードしてください。（軽微な変更届のみ）

※工事完了報告書については副本の交付はありませんが、控えが必要な場合は

連絡をお願いします。（報告書に受領印を押印した控えをメール送付します。）

【申請の流れ】


